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全体総括に対する対応方針 

番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）中長期研究開

発戦略の策定  

試験研究機関の使命・役割については、

計画や方針を策定し明確になっている

機関と県の特徴を踏まえた設定が必要

な機関があります。使命・役割を明確に

するとともに、試験研究機関としての中

長期研究開発戦略を策定することが求

められます。 

〔現状〕 

本県の特徴を踏まえ、地域資源である落

花生やサンブスギを活用した複合材料

の研究を行っています。全体的に、短期

間で実用化が見込まれる研究を行って

います。 

 

〔課題〕 

従来から実施してきた研究領域だけで

なく、今後の成長分野を視野に入れた新

たな研究に取り組むことが必要と考え

ます。 

 

〔対応方針〕 

様々な分野で高い技術力を持つ企業や

理工系大学・研究機関の立地など本県の

持つ地域特性や、県の産業振興戦略にお

ける重点分野との整合性を勘案しなが

ら、企業ニーズを踏まえた新たな重点研

究領域の設定など、中長期的な研究開発

戦略の策定に向けた検討を行います。 

 

 

（２）職員の高齢化

に伴う技術の伝承 

現実の問題として各機関が対応に苦慮

していますが、伝承すべき技術内容・ノ

ウハウ等、また、人事異動や退職を見越

して、事前に計画的に推し進めることが

必要です。 

〔現状〕 

退職していく職員が持つ技術内容・ノウ

ハウについては、ＯＪＴや各室における

活動報告会を通じて伝承しています。 

 

〔課題〕 

技術の伝承に取り組んでいますが、体制

づくりが必要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

産業界のニーズと伝承すべき技術内容

を検討し、必要性の高い技術に関して

は、後任の研究者が詳細に引き継げるよ

う、研修計画の策定を検討します。 

 

 



（３）研究者の計画

的人材育成 

研究者の計画的人材育成については、各

機関で外部研修への参加等ＯＦＦＪＴ

教育は積極的に実施していますが、各機

関が将来像を描く中で、研究レベルおよ

び個々人の研究者の育成目標を設定し、

ＯＪＴ教育も含めて中長期的かつ計画

的に人材育成を図る必要があります。 

〔現状〕 

新任研究者の育成においては、第一に技

術相談や依頼試験等の業務を担当でき

るよう指導しています。研究において

は、ベテランと新任研究者を一緒に参加

させるＯＪＴ教育を行っています。 

 

〔課題〕 

新任研究者の育成については、現場の管

理職及び先任の研究者が指導していま

すが、研究所として個々の研究員に対す

る人材育成計画を作成するまでには至

っていません。 

 

〔対応方針〕 

各室の中心的な研究分野において中長

期的な方向付けを行った上、個々の研究

員の育成目標を踏まえた研究所の総合

的人材育成計画の策定について検討し

ます。 

 

 

 

（４）研究活動にお

けるプロセスマネジ

メントの実施・定着 

全機関を比較すると、かなり進んでいる

機関がある一方で、遅れている機関が見

受けられます。先行している機関は「研

究開発ＱＡ体系」の整備等を図ることに

より、一層充実していくことを期待しま

す。一方、遅れている機関については、

研究者のモチベーション、人材育成、上

司とのコミュニケーション、期日管理

等、効率的研究活動の推進に向けた改善

が必要となります。 

〔現状〕 

各室で研究活動の進捗管理を実施して

います。また、所内で活動報告会を行い、

その意見を研究に反映させています。 

 

〔課題〕 

研究活動のプロセス管理に関しては、シ

ステム化までには至っていません。 

 

〔対応方針〕 

研究活動における現行の進捗管理を見

直し、ＰＤＣＡサイクルによる効率的な

研究活動ができるよう改善を図ってい

きます。 

 

 

 

 



（５）研究成果の積

極的ＰＲと成果の定

量的効果把握 

すべての機関で、多くの研究成果を上げ

ており県民への貢献も果たしています

が、研究成果のＰＲや実施後の効果の把

握については、一層の工夫が必要であ

り、一般消費者目線での情報発信に努力

を望みます。 

〔現状〕 

研究成果については、企業や関係機関に

対する研究報告会の実施や、ホームペー

ジによる公開、各種展示会への出展、プ

レスリリースなどを通じて、積極的にＰ

Ｒしています。 

 

〔課題〕 

研究実施後の効果については、定量的な

把握と一般消費者目線での情報発信が

必要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

商品化に結びついた研究など、定量的な

効果が把握可能なものについては、評価

指標や評価方法などを検討します。 

 

 

 

 

（６）施設の老朽化

への対処 

全機関共通の基本的重要問題であると

考えます。一部の機関では建て替えの方

向で検討していますが、大半の機関では

老朽化が激しく、また狭隘で研究に支障

を来している所も見受けられます。厳し

い財政状況であることは十分承知して

いますが、是非、あらためて取り上げ対

処する様お願いします。 

〔現状〕 

施設の老朽化が進み、庁舎が分散してい

ることから、統合に向けた検討を進めて

います。 

 

〔課題〕 

施設の統合は、研究所の技術支援・研究

開発機能を充実・強化する上で重要な課

題です。 

 

〔対応方針〕 

産業振興課や関係部局と協議を行いな

がら、引き続き、施設統合の実現に向け

た検討を進めます。 

 

 

 

 

 



１．試験研究機関の使命・役割及びそれへの対応                

番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）使命・役割に

ついて 

①使命・役割については、簡潔かつ一般

的な表現にとどまっており、県の試験研

究機関としての特徴を明確化すること。 

〔現状〕 

実用化に向けた研究開発や依頼試験を

通じて、県内企業の技術力強化と新産業

の創出を図る総合的技術支援機関とし

ての役割を担っています。 

 

〔課題〕 

本県は、臨海部における素材型産業の集

積を除くと、特定分野の産業集積がない

ため、明確に特徴付けを行うことは難し

いといえます。 

 

〔対応方針〕 

研究所が果たすべき使命・役割につい

て、本県の地域特性や、県の産業振興戦

略における重点分野を踏まえた見直し

を行い、県の機関としての特徴ができる

だけ明確となるよう検討を行います。 

 

 ②「千葉新産業振興戦略」との関連性も

弱く、当該研究機関の過去の歴史に立脚

し研究重点領域が２つと限定され、県の

産業特性の一部に留まっている。また、

技術革新や周囲の環境が大きく変化し

ている中、ア研究重点領域として今後の

産業の成長分野への参入支援、イ相談・

サービス支援事業においては中小企業

技術基盤強化の２つの観点から戦略的

見直しを検討すること。 

 

〔現状〕 

県の施策である「千葉新産業振興戦略」

においては、県内企業に対する中核的な

技術支援機関として位置付けられてい

ます。 

 

〔課題〕 

従来から実施してきた研究領域だけで

なく、今後の成長分野を視野に入れた新

たな研究に取り組むことが必要と考え

ます。 

 

〔対応方針〕 

研究所の機能強化の方向性として、成長

分野（環境、新エネルギー等）への参入

支援と、中小企業に対する課題解決機能

の充実という視点から見直しを行い、今

後取り組むべき方策等について、引き続

き産業振興課とともに検討します。 

 



 ③役割の中で、「新事業の創出育成」を

掲げていることは良いが、地域資源のみ

ならず地域特性に合った方向性を打ち

出すこと。 

〔現状〕 

本県の地域特性を活用するため、高い技

術力を持つ県内企業や理工系大学との

連携を推進しています。 

 

〔課題〕 

本県の地域資源・地域特性を再検討し、

研究に反映することが必要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

様々な分野で高い技術力を持つ企業や

理工系大学・研究機関の立地など、本県

の持つ地域特性や優位性を十分考慮し、

研究所における今後の研究開発や技術

支援の方向性を検討します。 

 

 

 

 

 ④相談・依頼試験・機器利用などの技術

サービスが大事であるが、技術の現場力

向上のためにも、基盤研究を一定程度行

う目標を明確にすること。 

 

〔現状〕 

企業からの技術相談や依頼試験、機器利

用が業務の中心となっています。また、

近年は、実用化を目指した研究を推進し

ており、研究員の基盤研究のウェイトは

相対的に低くなっています。 

 

〔課題〕 

研究員の技術支援能力を向上させる上

で、一定の基盤研究は必要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

研究員の現場での支援能力の向上を図

るため、企業のニーズや将来の技術動向

を踏まえて、研究員各自が独自のテーマ

で基盤的な研究ができるような方策を

検討します。 

 

 

 

  



２．研究遂行に係る環境 

番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）組織運営にお

ける課題及び解決策

について 

①設備の老朽化等については大きな基

本的課題であり、他機関との連携等努力

されているが、統合については機関の使

命の将来の方向性の検討をするととも

に、当面は、機器の確保の予算を優先さ

せること。 

〔現状〕 

設備更新については、所内の委員会で優

先機器を選定し、整備しています。また、

老朽化が進み、庁舎が分散している施設

の統合を検討しています。 

 

〔課題〕 

施設の統合は、研究所の技術支援・研究

開発機能を充実・強化する上で重要な課

題です。 

 

〔対応方針〕 

機器の確保については、企業ニーズを踏

まえた導入優先順位を検討するととも

に、外部資金の活用などの予算措置を講

じ、計画的に整備します。また、産業振

興課や関係部局と協議を行いながら、施

設統合の実現に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 ②中小企業独自の製品化や新技術開発

の取組みに対する研究支援など、より成

果が貢献できる体制を再整備すること。 

〔現状〕 

技術相談、依頼試験を中心に、中小企業

の新製品・新技術開発や製品化に対する

支援を行っています。 

 

〔課題〕 

中小企業に対して、継続的な開発支援を

行う必要があると考えます。 

 

〔対応方針〕 

中小企業の新製品・新技術開発への支援

をより効果的に実施するため、研究所が

支援可能な技術分野に対応する企業訪

問を実施するとともに、共同研究におけ

る外部資金の獲得を目指します。 

 

 

 



（３）研究活動のプ

ロセスマネジメント

について 

①プロセスマネジメントについては、活

動の進捗状況のみならず、研究途中での

早期問題発見・フォロー、上司とのコミ

ュニケーション、研究者のモチベーショ

ン、ＯＪＴ教育等効率的な研究推進に向

け総合的な観点から、研究テーマごとの

書式を設定し、ＰＤＣＡサイクルを回す

よう改善すること。 

 

〔現状〕 

各室で研究活動の進捗管理を実施して

います。また、所内で活動報告会を行い、

その意見を研究に反映させています。 

 

〔課題〕 

研究活動のプロセス管理に関しては、シ

ステム化までには至っていません。 

 

〔対応方針〕 

24 年度から、研究活動における現行の進

捗管理を見直し、ＰＤＣＡサイクルによ

る効率的な研究活動ができるよう改善

を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 ②研究活動のプロセスマネジメントと

して県職員による研究会ばかりでなく、

外部の専門家による、タイムリーな指

導・指摘が必要である。 

〔現状〕 

研究活動においては、必要に応じて外部

機関や学会などから指摘・指導を受けて

います。  

 

〔課題〕 

研究分野が広範囲に渡っていることか

ら、適切な指摘・指導を行う人材を把握

する必要があります。 

 

〔対応方針〕 

県内理工系大学との連携を強化し、外部

から指導・指摘を受けるためのネットワ

ークを強化します。 

 

 

 

 

 

 

 



（４）所管部局・外

部との連携について 

①通常の業務を通しての連携は図られ

ていると思われるが、使命・役割・戦略

等の所管部局との連携強化を前提に、予

算確保等重要課題については、一層の協

働化を図ること。 

〔現状〕 

通常業務においては、事業・予算・機器

設備等に関して、産業振興課と連携を図

っています。 

 

〔課題〕 

企業を取り巻く環境の変化が激しいこ

とから、使命・役割・戦略において、産

業振興課との連携が重要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

研究所の使命・役割を遂行するため、必

要な予算の確保や設備導入計画等につ

いて、産業振興課との連携を一層強化し

ます。 

 

 

（５）人材育成につ

いて 

①ＯＦＦＪＴ教育は積極的に実施して

いるが、年齢構成等を考慮して、研究内

容の中長期的方向性をベースに研究レ

ベル及び個々人の中長期人材育成計画

策定に向けて検討すること。 

 

〔現状〕 

新任研究者の育成においては、第一に技

術相談や依頼試験等の業務を担当でき

るよう指導しています。研究において

は、ベテランと新任研究者を一緒に参加

させるＯＪＴ教育を行っています。 

 

〔課題〕 

新任研究者の育成については、現場の管

理職及び先任の研究者が指導していま

すが、研究所として個々の研究員に対す

る人材育成計画を作成するまでには至

っていません。 

 

〔対応方針〕 

各室の中心的な研究分野において中長

期的な方向付けを行った上、個々の研究

員の育成目標を踏まえた研究所の総合

的人材育成計画の策定について検討し

ます。 

 

 

 

 



（７）施設整備につ

いて 

①ウェザーテスト装置のような特徴の

ある設備もあるが、全体的に老朽化した

ものが多い。予算が削減されている状況

ではあるが、必要な設備導入はすべきで

あり、主務課との連携のもと、要求する

こと。 

〔現状〕 

設備導入については、毎年度、所内の研

究機器管理運営委員会で必要な設備の

導入順位付けを行い、計画的に整備して

います。 

 

〔課題〕 

老朽化した設備が多くなってきていま

す。 

 

〔対応方針〕 

企業ニーズの高い設備については、随

時、新設備導入を検討し、産業振興課と

緊密な連携を図りながら、要求していき

ます。 

 

 

 

 

  



３．研究成果 

番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）研究成果のＰ

Ｒ・把握について 

①研究成果の効果については、出来るだ

け定量的に把握すべきであると思われ

る。また、保有する特許については積極

活用の観点からロイヤルティ収入や売

上寄与等を把握し、保有特許の使用許諾

率の向上を図るための具体策を検討す

ること。 

〔現状〕 

研究目標の達成に重点を置いており、そ

の後の効果の把握は十分ではありませ

ん。 

 

〔課題〕 

研究実施後の効果については、できるだ

け定量的に把握することが必要と考え

ます。 

 

〔対応方針〕 

商品化に結びつく研究については、売上

高を把握するなど、研究成果の定量的把

握に努めます。また、24 年度から、保有

特許等審査会の中で、企業における特許

使用許諾の可能性等について検討を行

います。 

 

 

 

 

 ②研究テーマ以外の中小企業相談やサ

－ビス支援についても、実施後の継続的

フォローをすること。 

〔現状〕 

技術相談や依頼試験等で研究所を利用

した企業に対しては、必要に応じて、そ

の後の状況を把握するなど、フォローア

ップを行っています。 

 

〔課題〕 

より積極的なフォローアップが必要と

考えます。 

 

〔対応方針〕 

企業の技術課題により、フォローアップ

の必要性を検討した上、継続的な技術支

援を実施していきます。 

 

 

 

 



４．研究開発以外の業務 

番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）技術相談、依

頼試験等について 

①研究開発以外の相談やサービス支援

が業務の７０％を占め、これらの業務は

多くの実績を上げており良い評価に値

すると思われるが、今後、技術革新や産

業の変化等を鑑みるに潜在ニーズの把

握も含め、新たな業務を検討かつ準備す

ること。 

〔現状〕 

技術相談等の支援業務や研究会を通じ

て、県内企業のニーズ把握に努めていま

す。 

 

〔課題〕 

支援業務については、技術革新や産業の

変化に迅速に対応することが必要と考

えます。 

 

〔対応方針〕 

首都圏公設試験研究機関や産業技術総

合研究所との定期的な情報交換を通じ

て、技術サービスの最新動向を入手し、

企業ニーズに対応した新たな試験研究

や支援業務の検討を行います。 

 

 

 ②技術相談・サービス支援において、あ

らゆる相談に応じる姿勢で、不足のもの

は、他機関の紹介や情報提供等ワンスト

ップソリューション機能を整えれば間

口がひろがり、研究機関としての存在価

値が高まると思われる。またそのための

情報集約や一元化を図ること。 

〔現状〕 

従来から、あらゆる技術相談に応じてお

り、当所で対応できない場合は、他機関

を紹介するなどワンストップソリュー

ションに努めています。 

 

〔課題〕 

支援業務における情報の集約化や一元

化を更に強化する必要があります。 

 

〔対応方針〕 

ワンストップソリューション機能を強

化するため、既に構築している首都圏公

設試験研究機関とのネットワークに加

え、民間の研究センター等との連携強化

に努めます。また、情報の一元化を図る

ため、24 年度から、各室における紹介機

関一覧表を整備します。 

 

 

  



５．今後の研究の方向性 

番号（見出し） 指摘事項の内容 対応方針 

（１）重点テーマに

ついて 

 

① 重点テーマについては、県としての

地域特性を根源的に見直し、産業分

野の重点化とそれに関連させる新規

研究分野やテーマの検討をするこ

と。 

 

〔現状〕 

所内の横断的な重点分野として、複合材

料など新素材関連分野の研究開発に取

り組んでいます。 

 

〔課題〕 

地域特性を活かした産業分野の重点化

の検討が必要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

本県の地域資源を活用した食品バイオ

分野や新素材関連分野等の研究を継続

して実施するほか、今後成長が期待され

る環境・新エネルギー分野等に関する研

究など、本県の産業集積や地域特性を活

かした新たな重点テーマの設定につい

て検討します。 

 

 

 

 

 ②産業支援技術研究所の規模と中小企

業との相関関係を考えればコーディネ

ート機能は極めて重要である。しかし、

現状を見ると、フォローアップを充実さ

せたコーディネート機能は不十分なよ

うに思われる。さらなる機能の充実・強

化を図ること。 

 

〔現状〕 

プロジェクト推進室を中心に、様々な企

業との共同研究のコーディネートを行

っています。 

 

〔課題〕 

より積極的なフォローアップが必要と

考えます。 

 

〔対応方針〕 

企業に対する訪問や関連支援機関との

情報交換を緊密に行うことにより、フォ

ローアップ機能の充実・強化を図りま

す。 

 

 

 

 



 ③他の研究機関とは違い、現在の産業成

長分野を意識した運営が重要であるた

め、県の成長戦略との整合性および所管

部局との更なる連携強化を図ること。 

〔現状〕 

研究者が現在の産業成長分野を意識し、

研究を実施しています。 

 

〔課題〕 

次世代における成長分野への戦略が必

要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

県の産業振興戦略における成長分野の

方向性に沿った研究所の運営に向けて、

産業振興課との継続的な協議を行うな

ど、関係部局との連携を一層強化してい

きます。 

 

 

 

 

 

 ④（県内）産業振興・活性に資する出口

戦略を構築する必要があるため、戦略構

築が可能な人材の在り方も含めた検討

が重要である。所内に事業化を検討する

人材が不足しているのであれば、内部で

確保するか、もしくは外部人材（県庁関

係者含）をどう利活用するか、という点

について喫緊に検討すること。 

〔現状〕 

実用化に向けた研究開発を積極的に実

施しています。 

 

〔課題〕 

技術支援だけでなく、事業化までを含め

た総合的な観点から企業支援を行う必

要性が生じてきています。 

 

〔対応方針〕 

事業化に向けた出口戦略の策定等の支

援については、産業振興センターなど、

外部の支援機関との連携を強化して対

応します。 

 

 

 

 

 

 



（２）企業ニーズに

ついて 

①企業ニーズに対し、中小企業基盤強化

に向けて受託的対応のみならず、能動的

に企業への提案のアプローチを検討す

ること。 

〔現状〕 

技術相談や依頼試験で寄せられる技術

的課題に対しては、必要に応じて、職員

から解決策の提案を積極的に行ってい

ます。 

 

〔課題〕 

先端技術や企業の動向等の適確な把握

が更に必要と考えます。 

 

〔対応方針〕 

研究所の研究成果の普及や保有特許の

活用について、企業訪問等を通じて能動

的にアプローチを行います。 

 

 

 

 

 

 


